
令和６年１１月１２日 

みどり３３推進担当部 

公 園 緑 地 課 

 

 

世田谷区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正理由 

   新たに世田谷区立中町三丁目丘の上公園を設置するため、世田谷区立公園

条例の一部を改正する。 

 

 

２ 改正内容 

条例第２条別表第１に、次のように加える。（参考図は別添のとおり） 

 

（名  称）             （位  置） 

世田谷区立中町三丁目丘の上公園    世田谷区中町三丁目７番１４号 

 

 

３ 施行予定日 

公布の日より施行 

 

 

４ 条例改正新旧対照表 

別紙のとおり 
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案  内  図

世田谷区立

中町三丁目丘の上公園

中町四丁目公園

中町二丁目北公園

等々力八丁目

等々力三丁目

中町二丁目

中町四丁目

中町三丁目
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世田谷区立公園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区立公園条例 ○世田谷区立公園条例 

昭和33年４月11日条例第４号 昭和33年４月11日条例第４号 

改正 改正 

昭和35年７月５日条例第６号 昭和35年７月５日条例第６号 

～省略～ ～省略～ 

令和５年６月27日条例第53号 令和５年６月27日条例第53号 

         令和６年12月９日条例第 号  

世田谷区立公園条例 世田谷区立公園条例 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 第１章 総則（第１条―第３条） 

第１章の２ 公園の設置基準等（第３条の２―第３条の６） 第１章の２ 公園の設置基準等（第３条の２―第３条の６） 

第２章 公園の管理（第４条―第５条） 第２章 公園の管理（第４条―第５条） 

第３章 公園管理者以外の者の公園施設の設置等（第５条の２―第

５条の４） 

第３章 公園管理者以外の者の公園施設の設置等（第５条の２―第

５条の４） 

第４章 公園の占用（第６条―第10条） 第４章 公園の占用（第６条―第10条） 

第５章 公園施設の使用（第11条―第13条） 第５章 公園施設の使用（第11条―第13条） 

第６章 雑則（第14条―第21条） 第６章 雑則（第14条―第21条） 

付則 付則 

付 則 付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 東京都世田谷区立公園条例（昭和26年４月２日東京都世田谷区条

例第６号）は廃止する。 

２ 東京都世田谷区立公園条例（昭和26年４月２日東京都世田谷区条

例第６号）は廃止する。 

３ この条例施行の際、現に設置されている公園及び公園施設は、こ

の条例によって設置されたものとみなす。 

３ この条例施行の際、現に設置されている公園及び公園施設は、こ

の条例によって設置されたものとみなす。 

付 則（昭和35年７月５日条例第６号） 付 則（昭和35年７月５日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
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改正後 改正前 

～省略～ ～省略～ 

附 則（令和５年６月27日条例第53号） 附 則（令和５年６月27日条例第53号） 

１ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 １ この条例は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前に、世田谷区立アメンボひろば公園に相当する世田谷区

立アメンボ広場に関し、世田谷区立身近な広場条例（平成７年３月

世田谷区条例第19号）の規定によりなされた処分、手続その他の行

為（施行日以後の使用に係るものに限る。）は、世田谷区立アメン

ボひろば公園に関し、第１条による改正後の世田谷区立公園条例の

規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

２ 施行日前に、世田谷区立アメンボひろば公園に相当する世田谷区

立アメンボ広場に関し、世田谷区立身近な広場条例（平成７年３月

世田谷区条例第19号）の規定によりなされた処分、手続その他の行

為（施行日以後の使用に係るものに限る。）は、世田谷区立アメン

ボひろば公園に関し、第１条による改正後の世田谷区立公園条例の

規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（令和６年12月9日条例第 号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１ 公園 １ 公園 

(１) 世田谷地域 (１) 世田谷地域 

 名称 位置   名称 位置  

 ～省略～ ～省略～   ～省略～ ～省略～  

(２) 北沢地域 (２) 北沢地域 

 名称 位置   名称 位置  

 ～省略～ ～省略～   ～省略～ ～省略～  

(３) 玉川地域 (３) 玉川地域 

 名称 位置   名称 位置  

 ～省略～ ～省略～   ～省略～ ～省略～  

 世田谷区立中町二丁目北

公園 

東京都世田谷区中町二丁目22番５

号 

  世田谷区立中町二丁目北

公園 

東京都世田谷区中町二丁目22番５

号 

 

 世田谷区立中町三丁目丘

の上公園 

東京都世田谷区中町三丁目７番14

号 

     

 世田谷区立中町四丁目公

園 

東京都世田谷区中町四丁目１番11

号 

  世田谷区立中町四丁目公

園 

東京都世田谷区中町四丁目１番11

号 
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改正後 改正前 

 ～省略～ ～省略～   ～省略～ ～省略～  

(４) 砧地域 (４) 砧地域 

 名称 位置   名称 位置  

 ～省略～ ～省略～   ～省略～ ～省略～  

(５) 烏山地域 (５) 烏山地域 

 名称 位置   名称 位置  

 ～省略～ ～省略～   ～省略～ ～省略～  

～省略～ ～省略～ 
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